
第６章 生物多様性保全の取り組み 

 

第１節 生物多様性えひめ戦略                                

１ 国の動向 

国では、平成４年の国連環境開発会議において、生物多様性を包括的に保全することを目的とし

た生物多様性条約（平成５年効力発生）が採択されたことを受けて、生物多様性国家戦略（平成７

年）を策定するとともに、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法

律第75 号）」や「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第

78号）」を制定するなど各種施策を推進しており、平成20年６月には、多様な生物を守り、その恩

恵を持続的に利用することを目的とした「生物多様性基本法（平成20年法律第58号）」が施行され、

国、地方公共団体、事業者、国民の責務が明確にされ、生物多様性の保全等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進することとされた。さらに、平成22年３月には、生物多様性国家戦略が見直され、

いのちと暮らしを支える生物多様性の重要性や生物多様性に深刻な影響をもたらす地球温暖化と生

物多様性の関係が追記され、国内外の情勢を踏まえた生物多様性の保全と持続可能な利用を推進す

るための方向性などが明らかにされた。同年10月には、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

が愛知県で開催され、「2020年までに生態系が強靱で基礎的なサービスを提供できるよう、生物多

様性の損失を止めるために、実効的かつ緊急の行動を起こす」との趣旨のもと、戦略計画･愛知目

標(ポスト2010年目標（2011-2020年）)が採択された。平成24年９月には、生物多様性国家戦略が

見直され、愛知目標の達成に向けた我が国のロードマップが示されるとともに、東日本大震災を踏

まえた今後の自然共生社会のあり方が示され、平成28年11月には、同戦略の進捗状況を踏まえて一

層強化する取組みと、新たな取組みをまとめた「生物多様性国家戦略2012-2020の達成に向けて加

速する施策」を公表した。令和４年12月には、生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)が開催さ

れ、新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に対応して、令和５年３月に「生物

多様性国家戦略2023-2030」を策定し、2030年に向けた目標として、「ネイチャーポジティブ（自

然再興）の実現」を位置付け、令和７年４月には、ネイチャーポジティブの実現を推進することを

目的とした「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律（令和６年法律

第18号）」を制定し、企業等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制

度を創設する等の措置を講じた。 

 

２ 本県の動向 

本県においても、種の保存を始めとする野生動植物の多様性の保全に関する施策を推進する重要

な基礎資料として、平成15年に愛媛県レッドデータブックを公表するとともに、これを踏まえ、平

成17年３月には野生動植物保護のガイドラインとなる「愛媛県野生動植物の保護に関する基本指

針」を策定し、平成20年３月には「愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例（平成20年愛媛

県条例第15号）」を制定した。これにより、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体

系的に保全され、人と自然とが共生できるよう、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合

的かつ計画的に野生動植物の種の保存、生態系の多様性の確保その他の生物多様性の保全を図るこ

ととした。平成21年３月には、特に保護を図る必要が認められる13種を「特定希少野生動植物」と
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して指定するとともに、６地区を「特定希少野生動植物保護区」に指定したほか、令和元年７月に

は新たに10種を「特定希少野生動植物」に指定した。その後、コガタノゲンゴロウについては、生

息密度や生息域の拡大により、特定希少野生動植物としての指定の必要がなくなったことから、指

定解除を決定した(R5.4.14施行)。令和３年２月には「レッドデータブック2014」に掲載されてい

るニホンカモシカなどの区分変更に伴い、「レッドリスト2020」を改定したほか、令和５年２月に

は「レッドリスト2022」を改定した。 

また、ネイチャーポジティブを実現するための環境省の新たな仕組みである「自然共生サイト」

の認証制度が令和５年度から運用開始され、令和７年３月までに「愛媛県の県有林」外５箇所、計

1,454haが生態多様性の保全が図られている区域として認定された。 

 

３ 戦略策定の経緯 

急速に失われつつある本県の生物多様性を保全するためには、その恵みを直接享受する地域の多

くの人々が、生きものとのつながりを理解して、その保全に様々な方向から取り組むとともに、そ

れらを守り伝えていくことが大切であり、将来にわたって生物多様性の恵みを享受して、人と自然 

が共生し、豊かな自然と文化が守り育まれることが望まれている。 

本県では、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略として、平成17年３月に策定した「愛

媛県野生動植物の保護に関する基本指針」を全面的に見直して、本県の生物多様性保全の基本計画

となる「生物多様性えひめ戦略」を平成23年12月に策定した。その後、平成29年２月には、社会経

済情勢の変化等を踏まえて改訂した「第２次生物多様性えひめ戦略」を策定し、戦略に基づき、課

題解決のための重点施策を積極的に展開している。 

 

４ 第２次生物多様性えひめ戦略の概要 

・策定根拠 生物多様性基本法 第13条第１項 

・計画期間 平成29年度から令和８年度まで（10年間） 

・目指すべき将来像 「100年先も 生きものみんな やさしい愛顔」でいられる社会の実現 

・推進テーマ 『伝えていこう！生きものの恵みと愛媛の暮らし』 

・４つの行動目標 「生物多様性の保全と人の営みの調和の推進」 

「社会経済活動における生物多様性への配慮と恵みの活用の推進」 

「生物多様性の価値の理解と行動の促進」 

「未来につなぐ人材育成とネットワークの構築」 

 

５ 生物多様性センターの設置 

本県では、平成24年４月に「生物多様性えひめ戦略」の具体的な推進を図るため、希少野生動植

物等の調査・研究をはじめ、情報収集・分析や標本管理、普及啓発等を一括して行う機関として

「愛媛県生物多様性センター」を衛生環境研究所内に設置し、希少野生動植物の保護保全及び外来

生物対策等に取り組んでいる。 

 [主な業務内容] 

○野生動植物データベースシステムの運用管理等 

    レッドデータブック（ＲＤＢ）改定のために集積した野生動植物の生息・生育情報を、デー
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タベース化したシステムの運用管理等。 

  ○希少野生動植物に関する調査・研究 

    県条例指定の特定希少野生動植物（ウンラン等）をはじめとした、希少な野生動植物の生

息・生育調査や保全対策の研究。 

  ○外来生物の生息状況調査 

    外来生物によって、生態系や農作物、人体等への被害が懸念されることから、リーフレット

を作成配布し、県民に外来生物への意識を高めてもらうとともに情報収集を実施。 

    特に、人の生命、身体、農林水産業等へ被害拡大が懸念される特定外来生物のアライグマ、

カミツキガメ、セアカゴケグモ、ナガエツルノゲイトウ等について、生息状況の調査や駆除の

指導を実施。 

  ○民間団体等への活動支援 

    県条例指定の「特定希少野生動植物」の保全活動や普及啓発活動を行う民間団体等の活動を

支援。 

 

６ 戦略の推進・進行管理 

本県の生物多様性戦略の推進に向けては、県生物多様性センターと連携して取り組んでおり、

「えひめの生物多様性保全推進委員会」及び「同委員会野生動植物専門部会」において、重点施策

の行程と成果指標の進捗状況を毎年度、点検・評価するとともに、委員会等での審議結果を取りま

とめて公表している。 

 

・えひめの生物多様性保全推進委員会の開催状況（令和６年度） 

 

 

  

区 分 開催日 場 所 出席者 内  容 

専門 
部会 

令和６年 

12月23日（月） 

衛生環境 
研究所 

８名 

・愛媛県レッドリストの改訂内容（案）について 

・愛媛県レッドデータブックの改訂方針・スケジュー

ル等について 

・愛媛県ナガエツルノゲイトウ防除実施計画について  

委員会 
令和７年 

３月12日（水） 

衛生環境 
研究所 

10名 
・愛媛県レッドリストの改訂内容（案）について 

・愛媛県ナガエツルノゲイトウ防除実施計画について 
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生物多様性えひめ戦略の推進イメージ

「１００年先も 生きもの みんな やさしい愛顔」

生物多様性の恵みを享受し、人と自然が共生し、豊かな自然と文化が守り育まれる、
100年先も人を含め生きものみんなが、やさしい愛顔でいられる社会の実現を目指す。

目 標 目 標目 標

生
物
多
様
性
の

保
全
と
管
理

生
物
多
様
性
の

恵
み
の
持
続

可
能
な
利
用

多
様
な
人
々
の

連
携
・
協
働

多様な生きもの
を守り、生息･生
育地の生態系
を保全･再生し
管理していくこ
とを目指す。

社会経済的な
仕組みを取り入
れた生物多様
性の恵みの持
続可能な利用
を目指す。

多様な人々が
連携･協働し、
それぞれの役
割を果たすこと
を目指す。

戦略の推進テーマ

『伝えていこう！生きものの恵みと愛媛の暮らし』

10年先

30年先

将来像

１“学ぼう！”えひめの多様性

○生物多様性に関する理解や環境学習の底上げ

○自然体験等学習機会の充実

２“つなごう！”えひめの人―生きもの―暮らし

○えひめの生物多様性拠点整備

○人材育成と連携、協働、ネットワーク体制の構築

○事業者の取組促進

○調査研究及び情報発信

○保全活動の継続支援

３“守ろう！・活かそう！”自然と恵み

○開発行為に関する生物多様性配慮指針の作成

○生物多様性を支える里地・里山・里海の再生

及び恵みの活用促進

○生態系ネットワークモデルエリアの設置

○人と野生鳥獣との共生

○外来生物対策の推進

今後５年間の具体的な重点施策

理解促進プロジェクト

基盤強化プロジェクト

保全・再生・活用パワーアッププロジェクト

５年先

行
動
計
画

重点推進テーマ『つなごう未来へ 人・生きもの・暮らし！』
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第２節 愛媛県鳥獣保護管理事業計画                               

１ 計画策定の経緯 

我が国には、約700種の野生鳥獣が生息して自然の一部を構成しており、その保護を図っていく

ことが重要であるが、人の生活圏に出没して農作物などの被害を与えることもあることから、国は、

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）」に基づき、「鳥

獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針」を定め、国全体としての鳥獣

行政の方向性について示すとともに、これに沿った取組を推進することとしている。また、都道府

県においては、国の策定する基本指針に即して鳥獣保護管理事業計画を作成し、鳥獣の保護及び管

理の方向性について示すとともに、当該計画に基づく施策を実施することとされている。 

本県においては、令和４年２月に策定した「第13次鳥獣保護管理事業計画」に基づき、野生鳥獣

の保護管理対策を推進するため、鳥獣保護区等の指定のほか、鳥獣保護管理員の設置、鳥獣保護思

想の普及啓発、野生鳥獣の生息調査、傷病鳥獣の保護などに取り組んでいる。 

 

２ 計画の概要 

（1） 策定根拠 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第４条第１項 

（2） 計画期間 令和４年度から令和８年度までの５年間 

（3） 計画に定める事項 

    ・鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区等に関する事項     

・鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項      

・特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域に関する事項 

・第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する事項      

・鳥獣の生息の状況の調査に関する事項      

・鳥獣保護管理事業の実施体制の整備に関する事項 

 

鳥獣保護管理法の施策体系

国

鳥獣保護管理事業の

基本方針

希少鳥獣保護計画

特定希少鳥獣管理計画

都道府県

鳥獣保護管理事業計画

第一種特定鳥獣保護計画

第二種特定鳥獣管理計画

● 鳥獣の捕獲規制

・狩猟鳥獣の指定

・狩猟制度の管理

・指定管理鳥獣の指定

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・狩猟制度の運用

・捕獲許可（有害鳥獣捕獲等）の運用

・鳥獣の飼養の登録、販売禁止鳥類の管理等

● 鳥獣捕獲等事業の認定

・鳥獣捕獲等事業の認定

● 生息環境の保護・整備

・国指定鳥獣保護区の指定等

・鳥獣捕獲等事業の認定

● その他

・生息状況の調査、放鳥獣、傷病鳥獣の保護

都道府県に対し

技術的支援・助言
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